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総合計画策定方針（１）

根 拠（地方自治法第２条第４項）

市町村は、その事務を処理するに当たっては、議会の議決を経てその地域における総合
的かつ計画的な行政の運営を図るための基本構想を定め、これに即して行うようにしなけ
ればならない。

趣 旨

神埼市を取り巻く社会情勢は、少子高齢化社会の到来、高度情報化、国際化の進展、経
済成長の低迷、農林漁業の後継者不足、人口の減少、住民ニーズの多様化など著しく変化
しており、また、地方分権下における効率的な行財政運営の確立など様々な課題が生じて
きている。

これらの状況を踏まえつつ、新市まちづくり計画において定められた「自然と歴史と人が
輝く未来都市」という新市の将来像の実現に向け、多様化する市民ニーズに対応すべく、本
市の財政状況や社会経済情勢等を総合的に勘案しながら、各種施策の効率的・効果的な
展開を図るため、総合計画を策定するものとする。
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総合計画策定方針（２）

計画の構成

市民と行政の協働によるまちづくりを実現していくための指針となる総合計画は、
「基本構想」、「基本計画」及び「実施計画」で構成する。

「基本構想」

まちづくりの基本理念と、これにより実現を目指す神埼市の将来像（基本目標）を定
め、市政運営の体系を明らかにするものである。

「基本計画」

基本構想に掲げる将来像の実現に向けて、各分野で取り組むべき施策の基本方
針と施策の体系を明らかにするものである。

「実施計画」

基本計画で示した施策の方針にしたがって、具体的な事業の内容を明らかにする
ものである。
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総合計画策定方針（３）

計画期間

基本構想及び基本計画の計画期間は、平成２０年度から平成２９年度までの１０年間
とする。ただし、基本計画については、前期・後期それぞれ５年間とし、情勢の変化や前
期計画期間における施策の進捗状況に応じて、柔軟に対応する。

実施計画の計画期間は、３年間を目途として策定し、運用を図るものとする。

基本構想

基本計画

実施計画

計画期間
平成２０年度～２９年度

総合計画の施策方針
により、各計画を展開

前期計画 平成２０年度～２４年度
後期計画 平成２５年度～２９年度
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市民参加・情報公開

ワーク
ショップ

パブリック
コメント

意識調査

審議会

市民参加

○市民参加を推進するため、審議会、
ワークショップ、意識調査及びパブリッ
クコメントを実施し、広く市民の意見や
提案を求める。

○広報やホームページにより情報提
供を行う。
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部会構成

担当課

健康増進課
福祉課
高齢障害課

担当課

商工観光課
農林水産課

担当課

建設管理課
下水道課
総務課
政策企画課
情報管理課
生活環境課
税務課

担当課

学校教育課
社会教育課
政策企画課

担当課

総務課
財政課
政策企画課

保健福祉部会
「健やかに安心して
暮らせるまちづくり」

経済産業部会
「力強く活気ある
まちづくり」

生活環境部会
「優しくすごしやすい
まちづくり」

教育部会
「豊かで輝く人の
育つまちづくり」

総合政策部会
「みんなで協働して
進めるまちづくり」
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各部会の協議項目

保健福祉部会 経済産業部会

基
本
方
針

施
策
の
柱

総合政策部会

健やかに安心して
暮らせるまちづくり

力強く活気ある
まちづくり

優しくすごしやすい
まちづくり

豊かで輝く人の育つ
まちづくり

みんなで協働して
進めるまちづくり

（１）高齢者・障害者等
福祉の充実

（２）子育て支援、児童
福祉の充実

（３）保健・医療体制の
充実

（４）地域福祉の推進

教育部会生活環境部会

（１）地場産業、新産業
の育成

（２）賑わいある商工
業の創出

（３）活気ある農林水
産業の振興

（４）魅力ある観光の
振興

（１）豊かな自然環境の
保全と活用

（２）まちなみと住環境の
整備

（３）環境にやさしい循環
型社会の構築

（４）道路・交通網の整備
・充実

（５）上・下水道の整備
（６）消防・防災・交通安
全体制の充実

（７）高度情報通信基盤
の整備

（８）定住及び企業誘致
を促進する環境の
整備

（９）消費生活環境の
充実

（１）幼児教育、学校教
育の充実

（２）生涯学習、スポー
ツ活動の充実・振
興

（３）史跡、文化の保存
・継承

（４）地域交流、国際交
流の推進

（１）行財政運営の効
率化の推進

（２）男女共同参画と
住民参画の推進

（３）ＣＳＯの活動推進
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神埼市総合計画策定組織体制

市 長

策定幹事会

総合政策部会

教育部会

生活環境部会

経済産業部会

保健福祉部会

事務局

各 課

参 加

市議会

調 整
職員ワーキング

情報公開

・市民アンケート
・ワークショップ
・パブリックコメント
・広報・HP等による
情報提供

市民参加

総合計画審議会

提案

提案 指示

上程

議決

諮問

答申

・各課長により
構成

・計画（案）の
検討、調整

計画（案）作成
の全体調整

・計画（案）作成に係る各
事務事業等の基礎資料の
収集、問題提起、事業計
画の提案（市民アンケート
結果、市長公約等を考慮）
・基本構想（案）及び基本
計画（案）の作成

・助役、教育長
及び各部長によ
り構成
・計画（案）の最
終検討

策定推進委員会

指示提案


